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１【提出理由】

平成25年６月27日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年６月27日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

①  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円    総額 179,475,180円

②  効力発生日

平成25年６月28日

第２号議案  取締役５名選任の件

水野憲雄、土谷忠彦、長谷川博之、川口雄二及び本山洋平を取締役に選任する。

第３号議案  監査役２名選任の件

木村隆夫及び青柳正敏を監査役に選任する。

第４号議案  当社取締役に付与する株式報酬型ストックオプションの内容承認の件

本総会の日から１年以内に取締役（社外取締役を除く）に割り当てる株式報酬型ストックオプションと

しての新株予約権の概要を次のとおりとする。

①  新株予約権の上限を60個（普通株式 60,000株）とする。

②　新株予約権と引換えにする金銭の払込金額は、新株予約権を割り当てた日における当社株式の公正価

額相当額（ブラック・ショールズ・モデルを用いて算出する。）とする。但し、これを新株予約権者の

当社に対する報酬請求権をもって相殺することとし、新株予約権と引換えにする金銭の払込みを要し

ない。

③　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行もしくは移転する

株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに発行もしくは移転すべき株式数を乗じて得られる金額

とする。

④　権利行使期間は、本総会の日の翌日から20年間の期間内で、取締役会の決議により決定する。

⑤　新株予約権者は、取締役の地位を喪失するまでは権利行使できず、取締役の地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間、かつ権利行使期間内に限り、権利行使できるものとする。但し、新株予約権割当後最初に

開催される定時株主総会終結時までに取締役の地位を喪失した新株予約権者は、新株予約権を喪失す

る。

⑥　新株予約権の募集事項及びその他の細目事項については、取締役会の決議により決定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該

決議の結果

決議事項
賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)
可決要件

決議の結果及び

賛成割合(％)

第１号議案

剰余金の処分の件

 

24,450

 

43

 

0
(注) １

 

可決

 

95.50

第２号議案

取締役５名選任の件

水野 憲雄

土谷 忠彦

長谷川 博之

川口 雄二

本山 洋平

 

 

24,173

24,184

24,194

24,196

22,948

 

 

321

310

300

298

1,546

 

 

0

0

0

0

0

(注) ２

 

 

可決

可決

可決

可決

可決

 

 

94.41

94.46

94.50

94.50

89.63

第３号議案

監査役２名選任の件

木村 隆夫

青柳 正敏

 

 

24,337

22,311

 

 

156

2,182

 

 

0

0

(注) ２

 

 

可決

可決

 

 

95.05

87.14

第４号議案

当社取締役に付与する

株式報酬型ストックオ

プションの内容承認の

件

24,320 173 0 (注) １ 可決 94.99

(注) １ 出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過

半数の賛成による。

３ 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計して

いる。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄

権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 

以　　上
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